
 

令和８年２月吉日  

与謝野町建設課  

 

 

久渡川河川改良（その２）工事に係る 

工事期間変更のお知らせ 
 

令和７年１０月の回覧により、久渡川の改良工事の実施について、お知

らせしていましたが、施工にあたり、水道管等の地下埋設物の移設に時間

を要したことや積雪の影響により、当初予定しておりました工事期間での

完了が困難となりました。 

このため、誠にやむを得ず、下記のとおり工事期間を変更することとし

ましたので、お知らせいたします。 

皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、引き続き、ご理解とご協力を賜

りますようお願い申し上げます。 

※ 工事区間に近接してお住いの皆様には、建設課職員が訪問し工事期間

延長の説明を行わせていただきます。 

 

記 

 

工 事 名  久渡川河川改良（その２）工事 
 

工事期間  当初：令和 7 年 10 月 30 日(木)～令和 8 年 3 月 2 日(月) 

変更：令和 7 年 10 月 30 日(木)～令和 8 年 5 月 29 日(金) 
 

規制内容  ①町道久渡線    全面通行止め 

②府道弓ノ木岩滝線 片側交互通行止め 
 

工事内容  久渡川の改良を行います。（コンクリート２次製品の設置） 
 

請負業者  株式会社三野工務店（与謝野町字三河内 1076 番地 24） 

責任者：松本隆夫 電話：0772-42-4615 
 

発 注 者  与謝野町役場 建設課（担当者：中村 電話：43-9014） 
 

そ の 他  町道久渡線は道路幅員が狭いため、工事期間中、車両、徒歩、

自転車での通行は行えません。 

府道弓ノ木岩滝線の片側交互通行については、町道久渡線の

水路改良終了後に行う府道の舗装本復旧の際に規制を行い

ます。（３日程度を予定） 

※ 予定より早く工事が完了した場合は、その時点で交通規

制を解除します。 

 

 

（工事箇所図、写真は裏面のとおり） 

回 覧 



工 事 箇 所 図 

町道久渡線及び府道弓ノ木岩滝線  

作業中は次のとおり通行規制を行いますので、ご協力をお願いします。 

 

①町道久渡線   ：全面通行止め 

②府道弓ノ木岩滝線：片側交互通行止め 

※ 舗装本復旧の際に３日程度規制を予定 
 

 

 
 

 

工 事 箇 所 写 真 

  
久渡川にコンクリート２次製品（自由勾配側溝）を設置し改良します。 

工事区間 

町道久渡線 

石田公民館  

（株）セレモニーまつだ 様  


